
 

  

令和３年度いの町国民健康保険保健指導事業特定健診受診勧奨委託業務 

プロポーザル実施要領 

  

１  目的  

この実施要領は、令和３年度いの町国民健康保険保健指導事業特定健診受診勧奨委託業

務（以下「本業務」という。）の契約の相手方となる事業者をプロポーザル方式（以下「本

プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定めるものです。  

  

２  業務概要 

(１) 業務名 

  令和３年度いの町国民健康保険保健指導事業特定健診受診勧奨委託業務  

(２) 業務の目的  

  本町の令和２年度の特定健診受診率は３２．４％（速報値）であり、第３期特定健康診 

 査等実施計画における目標値の６０％を達成するためにはさらなる取り組みの強化が必要 

 である。 

  本事業は、データヘルス計画に基づき効果的な保健事業の実施を図るため、受診勧奨を 

 実施し、特定健診受診者の増加を目指す。 

 

(３) 業務内容  

  別添「令和３年度いの町国民健康保険保健指導事業特定健診受診勧奨委託業務仕様書」 

 のとおり。 

 

(４) 業務期間     契約締結日から令和４年２月２８日まで  

 

(５) 事業規模（提案限度価格）  

      3，823千円（消費税及び地方消費税を含む。）  

 

３  実施形式  

      本プロポーザルは、公募型で実施します。  

  

４  参加資格  

   本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる参加資格要件を全て満たしている

ことが必要です。  

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者

であること。 

(2) 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成

14年法律第 154号）に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のた

めの特別調停に関する法律（平成 11年法律第 158号）に基づく特定債務等の調整に係る

調停の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立て

のいずれも行っていない者であること。 

(3) 会社法（平成 17年法律第 86号）に基づく清算の開始又は破産法（平成 16年法律第 75

号）に基づく破産の申立てがなされている者でないこと。 

(4) プロポーザル方式により受託候補者を決定しようとする業務（以下「該当業務」という。）

の実施年度において、いの町一般競争(指名競争)入札参加資格を有している者であるこ

と。 



(5) いの町建設工事指名停止措置要綱又は指名回避措置基準要領に基づき指名停止等の措

置を受けていない者であること。 

(6) いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第 2条第 2項第 5号に掲げる

排除措置対象者に該当しない者であること。 

(7) 受託者は自治体での受診勧奨業務の実績を有するものであること。 

 

５ プロポーザル実施スケジュール  

本プロポーザルは、次のスケジュールで実施します。  

① 公募型プロポーザル実施公告  令和３年６月１日（火） 

② 実施要領等に関する質疑受付  令和３年６月１８日（金）から 

 令和３年６月２５日（金）まで 

③ 実施要領等に関する質疑回答  令和３年６月３０日（水） 

④ 参加申込書及び企画提案書の 

  提出期限  
 令和３年７月９日（金） 

⑤ 参加申込者の確認結果の通知   令和３年７月１３日（火） 

⑥ 企画提案書の審査   令和３年７月１９日（月）予定 

⑦ 審査結果の通知  令和３年７月２８日（水）予定 

⑧ 業務委託契約の締結  令和３年８月６日（金）予定 

⑨ 審査結果等の公表  令和３年８月１０日（火）予定 

    

６  参加手続  

(１) 実施要領・仕様書等の確認  

① 公表日   令和３年６月１日（火）  

②  公表方法  いの町公式ホームページ  

③  配布方法  本プロポーザルに係る実施要領等の関係書類は、いの町ホームページ 

        からダウンロードにより配布します。  

    ④  質問の受付及び回答  

     １）質問方法  

          実施要領、仕様書等に係る質問は、質問票（様式１）によるものとし、電子メー

ル又はＦＡＸにより提出してください。  

      

   ２）受付期間  

          令和３年６月１８日（金）から令和３年６月２５日（金）午後５時までとします。

送信後はその旨を必ず電話でご連絡ください。 

     なお、電話・口頭等による質問及び提出期限を過ぎた質問は受け付けません。質

問内容及び回答については、すべての参加事業者に対して通知します。 

     ３）提出先 

          いの町ほけん福祉課 ＴＥＬ：088-893-3811 

               ＦＡＸ：088-893-1101 

             電子メール：hokenhukushi@town.ino.lg.jp 

 

     ４）回答方法  

          令和３年６月３０日（水）午後５時までに、ＣＣメールで全事業者に回答しま 

    す。 



 

 (２) 参加申込書の提出 

①  提出書類 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、本実施要領、仕様書及びいの町契約規則等

の各規定を理解した上で、次のとおり必要書類を提出してください。  

     指定がないものはＡ４サイズの任意様式とします。 

 提出書類 部数 備考 

1 参加申込書 1部 別紙様式２ 

2 業務受託実績書 1部 別紙様式３ 

3 企画提案書（表紙） 1部 別紙様式４ 

4 
管理責任者（技術責任者）

調書 
1部 別紙様式５ 

5 業務実施体制図 1部 別紙様式６ 

6 業務の実施方針及び手法 10部 

別紙様式７ 以下を記載すること。 

・仕様書に基づく事業の具体的な実施手法 

・事業スケジュール 

・特定健診受診勧奨事業の実績 

・その他ＰＲ事項等 
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個人情報に関する 

社内規定書類または 

第三者認定認証書類 

10部 複写可 

8 事業所概要 10部 事業所パンフレット可 

9 見積書 1部 本事業実施に係る見積書 

 

②  提出期限  

     令和３年７月９日（金）午後５時必着  

③  提出先  

    〒781-2110 高知県吾川郡いの町 1400番地 

    いの町役場 ほけん福祉課（担当：健康づくり係 宮本） 

    電話：088-893-3811 ＦＡＸ：088-893-1101 

    電子メール：hokenhukushi@town.ino.lg.jp 

④  提出方法  

      郵送又は持参  

    ※郵送の場合は、提出期限必着とする。 

    ※持参の場合は、平日午前８：３０～午後５時１５分のみ受け付ける。 

⑤  参加資格確認結果  

      参加申込書提出者に対し、参加資格審査結果を通知します。  

 

(３) プレゼンテーションの実施 

企画提案書等を提出した事業者を対象に、提出書類に基づくプレゼンテーションを行い

ます。  

 １）審査会 

   場 所：すこやかセンター伊野（高知県吾川郡いの町１４００番地） 

   開催日：令和３年７月１９日（月）９時～ 

       ※令和３年７月１３日（火）に時刻等を正式に通知します。 

        日時に変更が生じた場合は随時お知らせします。 



 

 ２）プレゼンテーション 

   ・１事業者あたり５０分以内（プレゼンテーション３０分・質疑応答２０分）とし、 

    時間は別途お知らせします。 

   ・１事業者の出席者は３人以内とします。 

   ※審査結果は、確定後、すべての事業者に文書で通知します。 

   ※審査後、選定事業者と提案等の内容をもとに、業務の遂行に必要な具体的な履行条 

    件等の交渉を行います。この交渉が不調の時は次点者と交渉するものとします。 

 

７  受託候補者の選定  

(１) 選定手順  

      企画提案書等の審査は、町が設置する「令和３年度いの町国民健康保険保健指導事業

特定健診受診勧奨委託業務プロポーザル審査委員会」が行います。  

(２) 審査方法  

      審査は、業務実績、業務実施体制、企画提案内容、（プレゼンテーション・ヒアリング

内容）及び見積金額等を審査基準に基づき総合的に評価します。なお、審査は非公開と

し、参加を申し込んだ事業者が 1社であっても、審査会は実施します。 

   審査項目は以下のとおりです。 

審査項目 評価事項 採点割合 

組織 経営力・業務執行技術力・実施体制 9/100 

担当者 担当者の経験や実績等 10/100 

企画提案 

取組方針・実施手続き 

現況、課題への理解度・提案内容の的確性 

期待できる事業効果・資料調達力 

プレゼンテーション能力 

81/100 

 

(３) 受託候補者の決定  

各審査者の評価点の合計点が最も高い提案を行った事業者を、受託候補者として選定

します。なお、同点の場合は、見積書の金額が低い者を受託候補者とします。  

(４) 最低基準点の設定  

      各審査者の評価点の合計点には最低基準点を設定しており、それ以上の点数を得た者

がいなかった場合は、受託候補者の決定は行いません。  

 

８  審査結果  

    審査結果は、令和３年８月１０日（火）以降、町公式ホームページで公表するとともに、

プロポーザル参加者全員に「審査結果通知書」を文書で送付します。なお、審査結果等に

ついての異議申し立ては受け付けませんので、あらかじめご了承ください。  

 

９  契約に関する事項  

(１) 提案内容の調整  

受託候補者の企画提案書等の記載内容が、原則として契約締結時の業務内容となります

が、本業務の目的達成のため、受託候補者との協議により、内容を修正・変更する場合が

あります。  

(２) 契約の締結  

選定された受託候補者との協議が整い次第、いの町契約規則に基づいて契約を締結する

こととします。なお、受託候補者との契約締結ができないと判断した場合は、評価点の次

点者と契約締結に向けた交渉を行います。  



 10  提出書類の取扱い  

(１) 提出された全ての書類は返却しません。  

(２) 提出後の差し替え及び追加・削除は一切認めません。  

(３) 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザルに係る審査以外には利用しま

せん。 

(４) 町が追加資料の提出を求めることがあります。  

  

11  情報公開及び提供  

    町は企画提案者から提出された企画提案書等について、いの町情報公開条例の規定によ

る請求に基づき、第三者に開示することができるものとします。ただし、業務を営む上で、

競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非開示となる

場合があります。なお、本プロポーザルの受託候補者決定前において、その決定に影響が

出る恐れがある情報については、決定後の開示とします。  

  

12  留意事項  

(１) 失格事項  

参加申込書、企画提案書等の提出された書類について、次の条件のいずれかに該当する

場合は、提出書類の全てを無効とし、その者を失格とします。  

    ①  提案を行った事業者が、参加資格要件を満たさなくなった場合  

    ②  提出書類に不備又は虚偽の記載等があった場合  

    ③  実施要領等で示された提出書類について、提出期日、提出場所、提出方法、書類作

成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合  

    ④  審査の公平性に影響を与えるような不誠実な行為があった場合  

    ⑤  説明会又はヒアリング等を開催した場合において、正当な理由なく欠席した場合  

    ⑥  見積金額が実施要領に示している事業規模（提案限度価格）を超える場合  

    ⑦  公告及び実施要領等に違反すると認められた場合  

    ⑧  前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合  

(２) その他の留意事項  

     その他の留意事項は次のとおりです。  

①  企画提案書の作成及び提出、その他プロポーザルに要する経費は、原則として参加

者の負担とします。  

②  緊急やむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認め

るときは、停止、中止又は取り消すことがあります。この場合において、本プロポー

ザルに要した費用を町に請求することはできません。  

③  企画提案書は、１事業者につき１案とし、複数の提案はできません。  

④  提出された参加申込書、企画提案書等は返却しません。  

⑤  提出期限後における参加申込書、企画提案書等の差し替え又は再提出は認めません。

（町からの指示があった場合を除く。）  

⑥  手続きにおいて用いる言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨とします。  

    ⑦  参加申込書の提出後又は企画提案書の提出後に参加を辞退する場合は、速やかに書

面（様式８）により、担当課へ届け出てください。  

⑧  企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとします。

ただし、町が受託候補者の選定に必要な範囲において、無償で使用（複製、転記又は

転写をいう。）することができるものとします。また、情報公開請求があった場合は、

いの町情報公開条例に基づき公開することがあります。  

⑨  参加申込者は、本プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理由として、異議

を申し立てることはできません。  



⑩  企画提案書に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三

者の権利の対象となっているものを使用した場合、生じた責任は企画提案書の提出者

が負うものとします。  

⑪  電子メール等の通信事故については、町はいかなる責任も負いません。  

 

13  問い合わせ先  

    所在地      〒781-2110 高知県吾川郡いの町 1400番地 

担当部署  いの町ほけん福祉課 （担当：健康づくり係 宮本） 

    電話番号     088-893-3811 

    FAX 番号      088-893-1101 

    E - m a i l   hokenhukushi@town.ino.lg.jp 


